
１　福祉サービス事業者情報  

（１）　事業者概況

（２）　基本情報

 ・ ４月　花見会　　　　　　　　　　　  　　　　　

 ・ ５月　こどもの日お祝い、母の日
　　　　　のプレゼント制作          　     　   　　

　

・毎月　お誕生会

 ・ ７月　七夕まつり、ねぷたの制作　　　　　 　 

 ・ ８月　ねぷたの制作

　

　　

　

　職員の配置

 

 ・調理室　　　　　　　１

 ・12月　クリスマス会、年賀状制作

　　買い物体験、調理実習、体育館

　　遊び、バス・電車乗車体験、パン　

　　作り体験、プラネタリウム・プール　　

 ・相談室　　　　　　　１ ・屋外遊技場　 　　１

　　・水族館利用

定員

施設の主な行事

居室以外の施設設備の概要

 ・静養室　　　　　　　１

 ・洗面場所　　 　  　２

 ・シャワー室          １

・事務室              １

福祉サービス第三者評価の結果

 ・遊戯室（プレイルーム）　　　　１

居室概要

 ・訓練指導室（ホール）　　　　　１　　　

 ・児童発達支援

ホームページアドレス

放課後等デイサービス１０名

　　

　　　　　プレゼント制作

 ・ ６月　父の日のプレゼント制作

 ・ ９月　敬老の日のお祝い　　　　　　　 　 　

 ・10月　親子遠足、落ち葉工作

人　数

1

1

7

1

2

　　

職　　　種

 

 

 ・保育所等訪問支援

 

 ・放課後等デイサービス

・２月　節分、バレンタインチョコ作り　

・３月　雛祭り　

・その他

・１月　お正月、お正月の遊び

所在地 　〒０３６-１３２１　青森県弘前市大字熊嶋字亀田１８３－２

連絡先電話 ０１７２（８２）５７８０ ＦＡＸ電話 ０１７２（８２）５７８１

http://www.takushinkan.jp/

サービス内容　（事業内容）

代表者氏名
（管理者） 所長　高橋正安

設置主体
（経営主体） 社会福祉法人 七峰会　 利用人数

平成２５年７月１日開設年月日

児童発達支援１０名

放課後等デイサービス１０名

児童発達支援１０名

（写真） （写真）

平成２６年１０月２３日　提出（評価機関→推進委員会）

事業所名称
（施設名） 児童発達支援センターはぁと 児童発達支援センター種別

（写真）

人　数

 

職　　　種

管理者

児童発達支援管理責任者

児童指導員

調理員

運転手
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２　評価結果総評

　◎ 特に評価の高い点

　◎ 改善が求められる点

３　第三者評価結果に対する事業者のコメント

　社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会

　青森県弘前市大字宮園２丁目８－１

　平成２５年１０月２２日

　平成２５年１０月２２日～平成２６年　６月１９日

　平成２６年１０月　２日
事業所への

評価結果の報告

提供するサービスの質を確保するために、職員の質の向上に積極的に取り組んでおり、特に、組織として社会福祉士等の専門
資格取得を強く奨励するとともに、資格取得を目指す職員に対し、勤務時間に配慮したり、受験費用を助成したりするなど、取得
に向けた環境整備にも取り組んでいます。また、職員一人ひとりについて、研修計画・評価シートを用い、研修に関する個別の課
題やニーズを明らかにするとともに、年度のテーマと目標を定めた上で、具体的な研修計画を策定して研修に取り組んでいます。

個別支援計画について、策定の責任者、担当者を置いて、保護者や関係機関等も参加するケース会議において策定しており、
利用者が自立した日常生活を営むことができるように必要な支援が具体的に記載されています。また、担当者や関係者によるモ
ニタリング会議において実施状況を評価するとともに、短期・長期の目標や支援内容を確認し、６ヶ月に１回以上は見直しを行って
いるほか、緊急に変更する必要がある場合は、随時ケース会議を開催して変更するなど、策定や評価・見直しが適切に行われて
います。

利用者に関する記録について、個別支援計画に基づいて実施したサービス内容をパソコンに入力して記録し、個人情報保護規
程に基づいて適切に管理するとともに、利用者の情報が、パソコンネットワークシステムの利用や、週1回全職員が参加して行わ
れるケースカンファレンスで、職員に正確かつ速やかに伝わる仕組みになっています。

理念や基本方針について、職員や保護者等に対する継続的な周知の取組が十分ではありませんので、職員に対し、各種会議
や研修等、また保護者等に対し、保護者面談・懇談会の場を活用して説明するなど、継続的に周知する取組が望まれます。

専門的な知識を有する法人監事による監査を実施していますが、外部監査を実施していませんので、法人の外部の専門家によ
る外部監査を実施し、その結果を経営改善に活用することが望まれます。

サービス内容について、これまで定期的な自己評価等が行われていませんが、今回の第三者評価受審にあたって、担当者を置
いて評価する体制が整備されましたので、今後は、定期的な自己評価や第三者評価に取り組んでいくことが望まれます。

　今回、第三者評価を受審し、当事業所の強みと課題が明確になり、サービス提供体制基盤を見直す指標となりました。
　評価結果や提言事項について真摯に受け止めながら、より一層地域に密着した事業所として地域のニーズに応えつつ、お子様
の育ちとご家族の子育てを応援していけるよう努めたいと思います。

評価機関

名　　　　　称

所　  在 　 地

事業所との契約日

評価実施期間
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４　評価細目の第三者評価結果

管理者は、自らの役割と責任を、業務分担表に明示
し、職員に所内会議で説明しているほか、広報誌に挨拶
文を掲載し、自らの役割と責任について述べています。
また、経営に関する研修に参加したり、関係法令集を整
備したりして、遵守すべき法令等の把握と理解に努める
とともに、職員に対し、法令等を説明し、遵守を指導して
います。
　サービスの質の向上に向けて、自主点検表で職員が質
の現状を評価する体制を構築し、評価結果を取り入れる
とともに、年度の事業内容の評価・分析結果、明確に
なった課題、改善に向けた取組を事業報告に明示して取
り組んでいます。

経営や業務の効率化と改善に向けて、毎月の運営会
議で収支状況や課題等をもとに取組を検討するととも
に、取組を職員に会議等で説明し、必要に応じて事業計
画に載せて取り組んでいます。

グループ事業所全体の中・長期計画を策定しており、
現状分析に基づく課題等を明確にし、解決に向けたサー
ビス内容や人材育成、財政基盤の強化等の取組を示す
具体的な内容になっています。また、長期計画（９年）は、
３年ごとの中期計画で構成されており、中期計画の最終
年に実施状況を評価・分析し、見直しを行って次期中期
計画を策定しています。また、単年度の事業計画には、
中・長期計画の内容を反映させ、組織体制や研修、会
議、健康・衛生・防災等に関する具体的な事業内容が示
されています。

事業計画は、職員の合議で策定し、管理者レベルの運
営会議で決定するとともに、年度終了時に実施状況の把
握及び評価・見直しを行って、次年度の事業計画に反映
させています。また、中・長期計画は、各事業所の職員
の意見を取り入れて、運営会議で策定しており、年度終
了時に実施状況の把握及び評価を行うとともに、中期計
画の最終年に見直しを行って、次期中期計画に反映させ
ています。

各計画は、職員に対し、年度初めの全体会議で配布し
説明しているほか、利用者に対し、個別に必要なところを
説明しています。

法人理念が、法人内外に向けての周知を前提として、
法人や事業所のパンフレットに明文化されており、利用
者尊重の考え方やエンパワメントの理念を踏まえた、わ
かりやすい内容となっています。また、グループ事業所共
通の基本方針、事業所の年度の基本方針を事業計画に
明文化しており、その内容は職員の行動規範となる具体
的なものになっています。

理念や基本方針を、職員に年度初めのグループ事業
所全体会議で配布し、説明していますが、継続的な周知
の取組が十分ではありませんので、各種会議や研修等
の場を活用して継続的に周知することが望まれます。ま
た、保護者等に対しても、利用契約時に理念を記載した
パンフレットを配布し、説明していますが、継続的な周知
が行われていませんので、保護者面談・懇談会等の場を
活用して継続的に周知することが望まれます。

評価結果講評

ｂ

第三者評価結果

Ⅰ－３－（２）－➁
　経営や業務の効率化と改善に向けた
取り組みに指導力を発揮している。 ａ

Ⅰ－３－（２） 　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅰ－３－（２）－①
　質の向上に意欲を持ちその取り組み
に指導力を発揮している。 ａ

Ⅰ－３－（１） 　管理者の責任が明確にされている。

Ⅰ－３－（１）－①
　管理者自らの役割と責任を職員に対
して表明している。

Ⅰ－３－（１）－➁
　遵守すべき法令等を正しく理解するた
めの取り組みを行っている。

Ⅰ－２－（２）－➁
　計画が職員や利用者に周知されてい
る。

Ⅰ－３ 　管理者の責任とリーダーシップ

ａ

Ⅰ－２－（２） 　計画が適切に策定されている。

Ⅰ－２－（２）－①
　計画の策定が組織的に行われてい
る。 ａ

Ⅰ－２－（１）
　中・長期的なビジョンと計画が明確にされてい
る。

Ⅰ－２－（１）－① 　中・長期計画が策定されている。

Ⅰ－２－（１）－➁
　中・長期計画を踏まえた事業計画が
策定されている。

Ⅰ－１－（２）－➁
　理念や基本方針が利用者等に周知さ
れている。

Ⅰ－２ 　計画の策定

ｂ

Ⅰ－１－（２） 　理念や基本方針が周知されている。

Ⅰ－１－（２）－①
　理念や基本方針が職員に周知されて
いる。

Ⅰ－１－（１）－① 　理念が明文化されている。

Ⅰ－１－（１）－➁
　理念に基づく基本方針が明文化され
ている。

 

ａ

ａ

評価対象　Ⅰ 　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１ 　理念・基本方針

Ⅰ－１－（１） 　理念、基本方針が確立されている。

評価細目の第三者評価結果

ａ

ａ

ａ

ａ
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評価結果講評

利用者の安全確保について、管理者が毎月職員との
検討会を設けているほか、災害や事故、感染症等の発
生時の役割と責任、対応手順等を明確にしたマニュアル
を整備し、職員に周知しています。また、職員に対し、救
急法の研修を行っているほか、緊急時に備えて、グルー
プ事業所間の協力体制を築いています。

利用者の安全を脅かす事例を収集し、所内会議で発生
要因の分析、未然防止策の検討を行っています。また、
未然防止策は、利用者に説明するとともに、実施状況や
実効性を評価し、必要に応じて見直しを行っています。

必要とする人材を、職員の心得に明示するとともに、法
人として社会福祉士等の専門資格の取得を奨励し、有資
格職員を増やしていくこと、組織を適切に運営するために
必要な人員を、常勤職員として確保することなどのプラン
を立て、それに基づいた人事管理を実施しています。ま
た、年１回、職員一人ひとりの仕事に関する希望や目
標、課題等を、職務調書で把握し、管理者が評価を行っ
ており、職員は、評価が業務や研修等に反映されている
ことを理解しています。

職員の就業に関するデータを毎月チェックするとととも
に、職員との面接等で就業に関する意向を把握し、その
結果を委員会で分析・検討するとともに、必要に応じて改
善策を検討し、就業環境の改善に努めています。また、
職員の福利厚生について、福利厚生センターへ加入した
り、スポーツサークルや職員親睦会など余暇活動の支援
をしたりしているほか、健康に配慮して定期的な健康診
断、インフルエンザの予防接種等を実施しています。
　組織が職員に求める基本姿勢や専門技術を、グループ
事業所の基本方針に明示するとともに、専門資格につい
て、取得を奨励し、取得のための環境を整備することを、
中・長期計画に明示しています。また、職員の研修に関
する基本方針や方法を事業計画に明示しています。

職員一人ひとりについて、研修計画・評価シートを用い
て、研修に関する個別の課題やニーズを明らかにすると
ともに、年度のテーマと目標を定め、それに基づいた具
体的な研修計画を策定しています。また、研修を終了し
た職員について、作成した報告レポートや発表等によっ
て研修成果を評価・分析するとともに、職員一人ひとりに
ついて、研修に関する年度の自己評価と組織の自己評
価を行って、次年度の研修計画に反映させています。

実習受入れマニュアルを整備し、受入れの基本方針を
明文化するとともに、担当窓口や事前説明、オリエンテー
ションの実施方法等のほか、利用者への配慮についても
詳しく記載しています。また、指導者養成研修を修了した
職員が実習を担当しているほか、学校と契約を交わし、
責任体制を明確にしています。実習プログラムは、学校
や実習生の意向や希望を取り入れ、資格種別毎に配慮
した計画的に学べるものを用意するとともに、実習期間
中も学校側と継続的な連携を図っています。

社会福祉事業全体の動向について、業界団体への加
入、外部研修への参加等で把握するとともに、地域の利
用者数や福祉ニーズについて、保育所やことばの教室、
医療機関等からの情報で把握しています。また、把握し
た情報やニーズを中期計画や年度の事業計画に反映さ
せています。また、管理者が、毎月の利用者数の推移や
サービス費用等をもとに経営状況を分析し、課題を明確
にするとともに、改善に向けた取組を会議で検討し、事務
費削減等に取り組んでいます。

専門的な知識を有する法人監事による監査を実施して
いますが、外部監査を実施していませんので、外部の専
門家（公認会計士等の会計に関する専門家、社会福祉
事業について学識経験を有する者等）による外部監査を
実施し、その結果を経営改善に活用することが望まれま
す。

Ⅱ－３－（１）
　利用者の安全を確保するための取り組みが
行われている。

Ⅱ－３－（１）－①
　緊急時（事故、感染症の発生時など）
における利用者の安全確保のための
体制が整備されている。

Ⅱ－３－（１）－②
　利用者の安全確保のためにリスクを
把握し対策を実行している。

Ⅱ－２－（４）－②
　実習生の育成について積極的な取り組み
を行っている。

Ⅱ－３ 　安全管理

ａ

Ⅱ－２－（４） 　実習生の受け入れが適切に行われている。

Ⅱ－２－（４）－①
　実習生の受け入れに対する基本的な姿勢
を明確にし体制を整備している。 ａ

Ⅱ－２－（３）－➁
　個別の職員に対して組織としての教育・研
修計画が策定され計画に基づいて具体的な
取り組みが行われている。

Ⅱ－２－（３）－③
　定期的に個別の教育・研修計画の評
価・見直しを行っている。

ａ

ａ

Ⅱ－２－（３）
　職員の質の向上に向けた体制が確立されて
いる。

Ⅱ－２－（３）－①
　職員の教育・研修に関する基本姿勢
が明示されている。 ａ

Ⅱ－２－（２）－①
　職員の就業状況や意向を把握し必要
があれば改善する仕組みが構築されて
いる。

Ⅱ－２－（２）－➁
　職員の福利厚生や健康の維持に積
極的に取り組んでいる。

ａ

ａ

Ⅱ－２－（１）－➁
　人事考課が客観的な基準に基づいて
行われている。

Ⅱ－２－（２） 　職員の就業状況に配慮がなされている。

ａ

Ⅱ－２ 　人材の確保・養成

Ⅱ－２－（１） 　人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ－２－（１）－①
　必要な人材に関する具体的なプラン
が確立している。

Ⅱ－１－（１）－➁
　経営状況を分析して改善すべき課題
を発見する取り組みを行っている。

Ⅱ－１－（１）－③ 　外部監査が実施されている。

ａ

ａ

ｃ

Ⅱ－１ 　経営状況の把握

Ⅱ－１－（１） 　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅱ－１－（１）－①
　事業経営をとりまく環境が的確に把握
されている。

評価対象　Ⅱ 　組織の運営管理 第三者評価結果

ａ

ａ

ａ

4



「地域の中で暮らし続ける支援」を基本方針の中に位
置づけ、活用できる地域の社会資源を収集し、買い物や
外食、観光地めぐり、施設見学、公共交通機関の利用、
他施設との交流等、多くの社会体験活動を実施していま
す。また、外出する際は、必要に応じて学生ボランティア
の協力が得られる体制を整備しています。

障がい児の福祉に関わる研修を実施し、保護者や学
校、保育所、地域の方々へ参加を呼びかけているほか、
相談支援事業で地域の幅広い相談に応じたり、施設の
活動を紹介した広報誌を関係機関に配布したりするなど
して、施設が有する機能を地域に提供しています。

ボランティア受入れについて、受入れに関する考え方
や受入れ担当者、登録手続き、活動内容、注意事項等を
記載した規程を整備し、職員に周知して理解を促すととも
に、ボランティアに対して、個人情報保護などの注意事項
を事前に説明しています。

学校や保育所、ことばの教室、医療機関、行政機関、
障がい児に関わる支援団体、相談支援事業所等、利用
者の状況に対応できる関係機関・団体を把握・整理し、
所内会議等で職員に説明して共有を図っています。ま
た、保護者、ことばの教室、保育所、相談支援事業所等
による連絡会を開催し、ケース検討を行っているほか、
自閉症スペクトラムネットに参加し、定期的に課題や事例
の検討を行っています。

関係機関・団体との連携や、地域の障がい児の相談支
援事業等を通して、福祉ニーズの把握に努めています。
また、把握したニーズに基づいて、放課後等デイサービ
スを中・長期計画に位置づけ、実施に結びつけたほか、
保護者のニーズに応じて、保護者懇談会や保護者研修
会を事業計画に位置づけて実施しています。

Ⅱ－４－（３）－① 　地域の福祉ニーズを把握している。

Ⅱ－４－（３）－➁
　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動
が行われている。

ａ

ａ

Ⅱ－４－（２）－➁
　関係機関等との連携が適切に行われ
ている。

Ⅱ－４－（３）
　地域の福祉向上のための取り組みを行って
いる。

ａ

Ⅱ－４－（２） 　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ－４－（２）－① 　必要な社会資源を明確にしている。 ａ

Ⅱ－４－（１）－➁
　事業所が有する機能を地域に還元し
ている。

Ⅱ－４－（１）－③
　ボランティア受け入れに対する基本姿
勢を明確にし体制を確立している。

ａ

ａ

Ⅱ－４ 　地域との交流

Ⅱ－４－（１） 　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ－４－（１）－①
　利用者と地域とのかかわりを大切にし
ている。 ａ
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利用者を尊重したサービス提供について、理念や基本
方針に姿勢を明示し、各種マニュアルにも反映させるとと
もに、職員に対し、利用者尊重や虐待防止に関する研修
を実施し、周知徹底しています。また、プライバシー保護
マニュアルや排泄介助マニュアルを整備し、利用者のプ
ライバシー保護に関する意識や実務における注意点を
盛り込み、職員に周知して理解を促しています。

利用者が満足感を感じられるよう支援することを明示
し、子どもとの日常会話や、定期的な保護者面談・アン
ケート調査を通して、利用者満足を把握しています。ま
た、利用者満足に関する担当者を置いて、所内会議で把
握した結果を分析・検討するとともに、必要に応じて改善
策を検討し、職員間で改善策を共有して利用者満足の向
上に取り組んでいます。

利用者が相談や意見を述べやすいように、事業所、第
三者委員、行政、運営適正化委員会等の相談窓口を重
要事項説明書に明示し、利用者に配布し説明していま
す。また、利用者が相談しやすいように、相談スペースを
設けています。

苦情受付体制、苦情解決の仕組みを整備し、利用契約
書や重要事項説明書に明示し、利用者に配布し説明し
ています。また、苦情を申出た利用者に対し、苦情の検
討内容や改善策を文書で報告するとともに、解決結果を
事業報告書等で公表しています。また、利用者からの意
見等についても、苦情と同様に、記録し報告する手順を
定め、速やかに検討するとともに、必要に応じて改善に
結びつけています。

評価結果講評

サービスの内容について、これまで自己評価等、定期
的な評価を実施していませんが、今回の第三者評価受
審にあたって、担当者を置いて、評価する体制整備に取
り組んでいます。今後、定期的な自己評価や第三者評価
の受審に取り組み、評価結果を職員参画のもとで分析・
検討し、課題を明確にするとともに、課題に対する改善
策を立て実施し、サービスの質の向上に取り組んでいく
ことが望まれます。

個々のサービスについて、各種マニュアルを整備し、職
員に所内会議や内部研修で周知するとともに、それに基
づいたサービスを提供しており、マニュアルには、必要に
応じて利用者尊重やプライバシー保護の姿勢を明示して
います。また、各種マニュアルは、実践を踏まえて所内会
議で検証を行うとともに、職員の意見を取り入れて、必要
に応じて見直しを行っています。

利用者一人ひとりの個別支援計画に基づくサービスの
実施状況について、パソコンに入力して記録しており、記
録内容にばらつきが生じないように、入力の仕方を工夫
しています。

個人情報保護規程を定めて、記録管理の責任者、記録
の保管・保存・廃棄、利用者から情報の開示を求められ
た場合の対応等を規定しています。また、個人情報保護
と情報開示について、研修等で職員に周知しています。

利用者の状況等に関する情報について、パソコンネット
ワークを利用し、職員間で共有するとともに、週１回全職
員が参加して行われるケースカンファレンスの場でも情
報を共有しています。

Ⅲ－２－（３）－➁
　利用者に関する記録の管理体制が確
立している。

Ⅲ－２－（３）－③
　利用者の状況等に関する情報を職員
間で共有化している。

ａ

ａ

Ⅲ－２－（３） 　サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ－２－（３）－①
　利用者に関するサービス実施状況の
記録が適切に行われている。 ａ

Ⅲ－２－（２）－①
　提供するサービスについて標準的な
実施方法が文書化されサービスが提供
されている。

Ⅲ－２－（２）－➁
　標準的な実施方法について見直しを
する仕組みが確立している。

ａ

ａ

Ⅲ－２－（１）－③
　課題に対する改善策・改善実施計画
を立て実施している。

Ⅲ－２－（２）
　提供するサービスの標準的な実施方法が確
立している

ｃ

Ⅲ－２－（１）
　質の向上に向けた取り組みが組織的に行わ
れている。

Ⅲ－２－（１）－①
　サービス内容について定期的に評価
を行う体制を整備している。

Ⅲ－２－（１）－➁
　評価の結果に基づき組織として取り
組むべき課題を明確にしている。

Ⅲ－１－（３）－③
　利用者からの意見等に対して迅速に
対応している。

Ⅲ－２ 　サービスの質の確保

ａ

Ⅲ－１－（３）－①
　利用者が相談や意見を述べやすい環
境を整備している。

Ⅲ－１－（３）－➁
　苦情解決の仕組みが確立され十分に
周知・機能している。

ａ

ａ

Ⅲ－１－（２）－②
　利用者満足の向上に向けた取り組み
を行っている。

Ⅲ－１－（３）
　利用者が意見等を述べやすい体制が確保さ
れている。

ａ

Ⅲ－１－（２） 　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ－１－（２）－①
　利用者満足の向上を意図した仕組み
を整備している。 ａ

Ⅲ－１－（１）－①
　利用者を尊重したサービス提供につ
いて共通の理解をもつための取り組み
を行っている。

Ⅲ－１－（１）－➁
　利用者のプライバシー保護に関する
規程・マニュアル等を整備している。

ａ

ａ

評価対象　Ⅲ 　適切な福祉サービス

Ⅲ－１ 　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ－１－（１） 　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

ｂ

第三者評価結果

ｃ
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利用者のアセスメントについて、組織が定める統一の
様式を用い、利用開始時に行うとともに、６ヶ月ごとの見
直し、利用者の状況変化に応じた随時の見直しを行って
います。また、アセスメントによって、利用者一人ひとりの
希望する生活や課題を明示し、個別のサービス場面での
適切な支援内容を検討しています。

利用者一人ひとりの個別支援計画は、策定の責任者、
担当者を置いて原案を作成し、それをもとに保護者や関
係機関等が参加するケース会議で策定するとともに、利
用者や保護者に説明し、同意を得ています。また、毎月
実施状況を把握・評価し、少なくとも６ヶ月に１回は見直し
を行うとともに、緊急に変更する必要がある場合は、随時
ケース会議を開催して変更しています。さらに、短期・長
期の目標について、担当職員及び関係者によるモニタリ
ング会議で実施状況を評価し、目標の見直しを行ってい
ます。見直しによって変更した個別支援計画は、パソコン
ネットワークを使って職員間で共有しています。

利用希望者に対し、理念や実施する福祉サービスの内
容について、写真やイラストを使ってわかりやすく紹介し
たパンフレットを作成し、行政窓口や医療機関、保育所
等に置いているほか、施設の見学に随時対応し、情報提
供に努めています。また、サービス開始時に、利用者等
に対し、管理責任者がサービス内容や利用料等を詳しく
記載した契約書や重要事項説明書、パンフレットを用意
し、その記載内容に沿って説明するとともに、説明に対す
る同意を得て書面に残し、必ず契約書を取り交わしてい
ます。

他の施設への移行にあたり、利用者の状況等を記載し
た引継文書を定めて、サービスの継続性に配慮している
ほか、サービス終了後も、利用者や保護者の相談に応じ
ていることを説明しています。

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

ａ

Ⅲ－４－（２）－➁
　定期的にサービス実施計画の評価・
見直しを行っている。

Ⅲ－４－（１） 　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ－４－（２）
　利用者に対するサービス実施計画が策定さ
れている。

Ⅲ－４－（２）－①
　サービス実施計画を適切に策定して
いる。

Ⅲ－４－（１）－①
　定められた手順に従ってアセスメント
を行っている。

Ⅲ－４－（１）－②
　利用者の課題を個別のサービス場面
ごとに明示している。

Ⅲ－３－（２）－①
　事業所の変更や家庭への移行などに
あたりサービスの継続性に配慮した対
応を行っている。

Ⅲ－４ 　サービス実施計画の策定

Ⅲ－３－（１）－➁
　サービスの開始にあたり利用者等に
説明し同意を得ている。

Ⅲ－３－（２）
　サービスの継続性に配慮した対応が行われ
ている。

Ⅲ－３ 　サービスの開始・継続

Ⅲ－３－（１） 　サービス提供の開始が適切に行われている。

Ⅲ－３－（１）－①
　利用希望者に対してサービス選択に
必要な情報を提供している。
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食事サービスについて、個別支援計画に利用者一人ひ
とりの状況にあわせた支援内容を明示し、食事介助マ
ニュアルを用意しています。また、利用者の体調に応じて
食材を替えるなど、個別の食事も用意しています。

定期的に嗜好調査を実施し、利用者の好みを把握する
とともに、給食会議や所内会議で食事サービスの検討を
行っており、適温の食事、季節感があって目でも楽しめる
献立・食材の提供などに取り組んでいます。また、保護
者に月単位の献立表を配布し、献立や食材について情
報を提供しています。

喫食環境について、給食会議や所内会議で検討し、必
要に応じて改善するとともに、食事の時間帯について、
利用者一人ひとりのペースに合わせるようにしています。

排泄介助について、トイレトレーニング等の支援に関わ
る内容を個別支援計画に記載するとともに、マニュアル
を用意して行っています。また、排泄や介助の結果を、個
別のチェックリストに記録するとともに、おむつ交換の状
況等を、連絡帳で保護者に伝えています。また、トイレ環
境について、所内会議で検討を行って改善しており、トイ
レは、プライバシーに配慮した構造で、冷暖房を設備して
いるほか、換気や防臭対策、毎日の清掃が行われ、清
潔で快適になっています。

衣類の汚れに気づいたときの対応は、着替え用に保管
している衣類に着替えさせ、汚れた衣類を保管して、保
護者に渡すようにしています。

昼寝の時は、物音がしないように気をつけるとともに、
快適な室温に注意しています。また、寝つきがよくない場
合は、職員が寄り添ったり、抱っこしたりしているほか、一
時的に他の部屋を利用できるようにしています。

日常の健康管理について、連絡帳のやり取りで健康状
態を把握・記録するとともに、健康管理マニュアルを用意
して取り組んでいます。また、協力医が来所して、利用者
や保護者の健康相談に応じたり、健康面の説明を行った
りしているほか、健康の維持・増進のために、散歩や
サーキットトレーニングなどの運動を取り入れています。

健康面に変調があった場合の対応手順を整備するとと
もに、必要時に、迅速かつ適切な医療が受けられるよう
に、協力医療機関を確保し、日常的に連携を図っていま
す。

薬の扱いについて、保護者から薬依頼書を受けて薬の
適切な情報を得るとともに、薬物管理マニュアルを用意し
て行っており、マニュアルには、薬物の誤使用があった
時の対応についても記載されています。

余暇・レクリエーションについて、利用者の意向を聞い
て把握するとともに、地域の情報を提供し、積極的に社
会資源を活用しており、必要に応じてボランティアを受入
れています。

預かり金については管理していないものの、利用者の
金銭管理能力を高めるために、買い物の学習プログラム
を用意しています。

利用者のコミュニケーション能力を高めるための支援は、必要に
応じて個別支援計画に載せて実行しており、意思伝達に制限のあ
る人の場合、絵カードなどの視覚に訴えるコミュニケーション手段
を用いたり、コミュニケーションの取れる人を受入れたりしていま
す。

利用者の主体的な活動を支援する職員を置いて、集団活動や
自由遊び、外出行事等の場面では、利用者の意向を尊重しながら
側面的に支援しています。また、他の施設との交流や、体育施設
の利用を通して、施設外の人と交流できるように便宜を図っていま
す。

利用者の自力で行う日常生活上の行為は、見守りの姿勢を保
ち、必要に応じて迅速に支援することを職員間で確認し、支援の
必要性についての判断は、あらかじめ保護者等と話し合って決め
ているほか、利用者が日常生活における基本的な動作を身につ
けることができるように、職員の対応を常に検討しています。

利用者のエンパワメントの理念に基づき、交通機関利用、外食
利用、買い物、調理等の学習プログラムを用意するとともに、水族
館や図書館等の施設利用、ボウリングやカラオケ等の体験機会を
設けるなど、社会資源を活用した多くの活動が行われています。

評価結果講評

ａ

ａ

―

―

―

ａ

ａ

ａ

第三者評価結果

ａ

ａ

ａ

Ａ－２－（５）－②
　理髪店や美容院の利用について配慮
している。

―

―

Ａ－２－（５） 　理容・美容

ａ

Ａ－２－（５）－①
　利用者の個性や好みを尊重し、選択
について支援している。

Ａ－２－（４）－①
　利用者の個性や好みを尊重し、衣服
の選択について支援している。 ―

Ａ－２－（４）－②
　衣類の着替え時の支援や汚れに気づ
いた時の対応は適切である。

Ａ－２－（３）－② 　トイレは清潔で快適である。 ａ

Ａ－２－（２）－③ 　浴室・脱衣場の環境は適切である。

Ａ－２－（４） 　衣服

Ａ－２－（３） 　排泄

Ａ－２－（２）－①
　入浴は、利用者の障害程度や介助方
法など個人的事情に配慮している。

Ａ－２－（２）－②

Ａ－２－（３）－① 　排泄介助は快適に行われている。

　入浴は、利用者の希望に沿って行わ
れている。

Ａ－２－（１）－③
　喫食環境（食事時間を含む）に配慮し
ている。

Ａ－２－（２） 　入浴

Ａ－２－（１） 　食事

Ａ－２－（１）－①
　サービス実施計画に基づいた食事
サービスが用意されている。

Ａ－２－（１）－②
　食事は利用者の嗜好を考慮した献立
を基本として美味しく、楽しく食べられる
ように工夫されている。

Ａ－１－（１）－④
　利用者のエンパワメントの理念に基づ
くプログラムがある。

Ａ－２ 　日常生活支援

Ａ－１－（１）－➁
　利用者の主体的な活動を尊重してい
る。

Ａ－１－（１）－③
　利用者の自力で行うに日常生活上の
行為意に対する見守りと支援の体制が
整備されている。

Ａ－１ 　利用者の尊重

Ａ－１－（１） 　利用者の尊重

Ａ－１－（１）－①
　コミュニケーション手段を確保するた
めの支援や工夫がなされている。

　 福祉サービス内容評価
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Ａ－２－（９）－①
　外出は利用者の希望に応じて行われ
ている。

Ａ－２－（７）－③
　内服薬・外用薬の扱いは確実に行わ
れている。

Ａ－２－（６）－①

Ａ－２－（９）－②
　外泊は利用者の希望に応じるよう配
慮されている。

Ａ－２－（８）－①
　余暇・レクリエーションは、利用者の希
望に沿って行われている。

Ａ－２－（９） 　外出・外泊

Ａ－２－（１０）－
③

　嗜好品（酒、たばこ等）については、健
康上の影響等に留意した上で、利用者
の意志や希望が尊重されている。

Ａ－２－（１０） 　所持金・預かり金の管理等

Ａ－２－（１０）－
①

　預かり金について、適切な管理体制
が作られている。

Ａ－２－（１０）－
②

　新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用
者の意志や希望に沿って利用できる。

　安眠できるように配慮している。

Ａ－２－（７） 　健康管理

Ａ－２－（８） 　余暇・レクリエーション

Ａ－２－（７）－① 　日常の健康管理は適切である。

Ａ－２－（７）－②
　必要な時、迅速かつ適切な医療が受
けられる。

Ａ－２－（６） 　睡眠
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